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総務財政委員会 

（ 市 長 室 ） 

令和３年９月２日 

 

外国人に対する不当な差別の解消と多文化共生社会の 

実現に関する施策の実施状況 

 

 

目 次 

１ はじめに 

２ 相談体制の整備（第４条関係） 

 （１）各種相談体制の広報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.41 

 （２）人権相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.41 

 （３）在住外国人向けの相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.41 

３ 教育の充実等（第５条関係） 

 （１）多文化共生教育の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.42 

４ 啓発活動（第６条関係） 

 （１）人権に関する啓発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.43 

 （２）多文化理解・交流の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.43 

５ 情報提供（第７条関係） 

 （１）多言語による情報提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.44 

 （２）新規転入者への情報提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.46 

 （３）市内外国人関連団体との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.46 

６ 新型コロナウイルス感染症に関する対応 

 （１）人権への配慮を呼びかける取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.46 

 （２）在住外国人への相談対応及び情報提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.46 

 （３）神戸市ホームページにおける多言語特設ページの設置・・・・・・・・・・・・P.46 

 （４）在住外国人専用のワクチン接種券送付資料の作成および相談対応・・・・・・・P.47 

（５）ワクチン接種予約手続きに関するサポート・・・・・・・・・・・・・・・・・P.47 

（６）学校現場での取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.47 

７ 神戸市外国人に対する不当な差別の解消と多文化共生社会の実現に関する条例・・・P.48 

 

１ はじめに 

「神戸市外国人に対する不当な差別の解消と多文化共生社会の実現に関する条例（令和２年４月１日

施行）」第９条に基づき、本市における施策の実施状況について報告する。 
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２ 相談体制の整備（第４条関係） 

（１）各種相談体制の広報 

市ホームページに新たに「外国人に関する相談」ページを設け、トップページの「くらし・手続

き」にある“相談・窓口”内に配置することにより、外国人に関する本市の相談体制の内容を容易

に知り、アクセスしやすくなるよう広報の強化を図った。 

（２）人権相談窓口 

① 一般的な人権相談窓口 

相談窓口において、人権相談を実施した。 

ア 実施方法 

月曜から金曜（祝日、12/29～1/3 を除く） 8:45～12:00、13:00～17:30 

電話、面談等での相談に対して、６人の職員で対応 

イ 令和２年度実績 

外国人の人権に関する相談 ４件 

② 弁護士による法律相談 

差別を受けて困っている方が専門相談を受けられるよう、弁護士による法律相談窓口を運営

した。今年度、相談案内の多言語化を行い、市ホームページに掲載する予定。 

ア 実施方法 

毎月第３火曜日（13:30～16:30）に実施。 

兵庫県弁護士会所属弁護士（１名）が市役所で相談を受け付け。 

イ 令和２年度実績 

外国人の人権に関する相談 ０件 

（３）在住外国人向けの相談窓口 

① 神戸国際コミュニティセンター（在住外国人向けワ

ンストップ相談窓口） 

神戸で生活する外国人が、日常生活や行政手続き

を行う上で困った時に支援するため、神戸国際コミ

ュニティセンターにおいて、多言語による在住外国

人向けのワンストップ相談窓口を運営した。 

また、差別等に関する相談があった際は、市の人

権相談窓口や法務省神戸地方法務局の「外国人のた

めの人権相談」を案内するとともに、必要に応じて相談時の通訳支援を行う体制を整えている。 

ア 実施方法 

月曜から金曜（対応言語により異なる）  

10:00～12:00、13:00～17:00 

電話、面談等により、日常生活に関する相談、市政に関する情報及び生活上の様々な情報を多
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言語で提供。 

対応言語：11 言語 

（日本語、英語、中国語、ベトナム語、韓国・朝鮮語、スペイン語、フィリピノ語、 

インドネシア語、ネパール語、ポルトガル語、タイ語） 

イ 令和２年度実績 

生活相談 540 件、専門相談 49 件、三者通訳 205 件、同行通訳 24 件 

 

② 中央区役所（外国人相談窓口） 

在住外国人が市内で最も多い中央区において、中央区役所 2 階に多言語対応の外国人相談窓口

を設置しており、転入時の生活情報の提供や区役所所管業務に関する相談・書類作成の支援のほ

か、在留期間の更新許可や職業相談など、区役所以外での手続きに関しても届け出先の案内や専門

相談機関の紹介を行っている。 

ア 令和２年度実績 

  利用人数 1,457 人（延べ） 

 

３ 教育の充実等（第５条関係） 

（１）多文化共生教育の推進 

① 外国人講師による国際理解教育の推進 

  小学校では、外国人市民等を講師として招き、講

師の出身国（地域）の自然や音楽、文化の紹介や交

流を行う「こうべ地球っ子プログラム」などを実施

し、様々な国の人々と触れ合う機会を通じ、異なる

生活習慣や文化の違いを理解し尊重する児童生徒

の意識の醸成に努めた。 

中学校では、全校生に配布する神戸市独自の人権教育資料「あすへの飛翔」を活用し、多文化共

生社会の実現について考える授業や、JICA 職員を講師に招いて外国の子供たちの生活を学ぶ講演

会などを実施することにより、国際理解教育の推進に努めた。 

② 多文化共生教育推進校連絡会 

外国にルーツのある児童生徒が多数在籍している学校を「多文化共生教育推進校」として指定

し、推進校の教育活動報告会、授業公開・研修会を行い、実践の成果を市内各校に発信することで、

多文化共生教育の推進に努めた。 

ア 令和２年度実績 

・指定校 … 小学校７校、中学校５校 

・連絡会 … （ア）推進校活動報告会  令和２年６月 12 日（書面開催） 

（イ）授業公開・研修会  令和２年 11 月 24・25 日（真陽小学校） 
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（ウ）講演会       新型コロナウイルス感染症防止対策のため中止 

 

４ 啓発活動等（第６条関係） 

（１） 人権に関する啓発 

① 「心かよわす親子映画大会」開催 

親子で楽しみながら、多文化共生について考えていただくため、児童小説を映画化した「パディ

ントン」を上映。他国で暮らすことになった主人公を、周囲の人々が戸惑いながらも受け入れいく

様子を描いた物語を鑑賞いただいた。 

ア 令和２年度実績 

令和２年８月４日開催  参加者 115 人 

② 「心かよわす市民のつどい」開催 

オスマン・サンコン氏（タレント、駐日ギニア大使館顧問）による人権講演会「みんな違ってみ

んないい」を開催し、多文化共生の大切さについて講演いただいた。また、外国人の人権に関する

啓発映画「サラーマット～あなたの言葉で～」を上映した。 

ア 令和２年度実績 

令和２年８月 12 日開催 参加者 141 人 

③ 人権啓発メッセージ動画の放映 

ヴィッセル神戸選手からの人権啓発メッセージを、市ホームページ及び市内デジタルサイネー

ジ等で放映した。 

ア 令和２年度実績 

実施期間：令和２年 12 月４日～12 月 28 日 

内  容：酒井高徳 選手「多文化共生社会を実現しましょう」（30 秒） 

④ その他 

ア 12 月の人権週間を中心に、各区で人権啓発パネルを掲示し、本条例制定の周知を図った。 

イ 条例内容の周知を図るため、市ホームページに条例の多言語訳（英語、中国語、韓国語、ベ

トナム語）を掲載している。 

（２） 多文化理解・交流の促進 

多様な文化的背景をもつ住民の相互理解を促進するため、各種交流・相互理解事業を実施した。 

① 国際理解のための市民講座 

異なる文化に対する市民の理解を深めるため、「国際理解のための市民講座 2021」を開催した。 

ア 令和２年度実績 

日 時：令和３年２月 25 日 15:00～17:00 

テーマ：「等身大のわたしたち 多文化・多様性って何だろう？」 

スピーカー： 

星野 ルネ 氏（漫画家＆タレント） 




